
医師の確保対策について 

 

年度別・病院別医師数            （各年度４月１日現在 単位：人） 

 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度

がんセンター ７１ ７０ ７１ ７０ ７２ ６９ ７５

救急医療ｾﾝﾀｰ ４０ ４０ ４０ ４０ ３９ ３７ ３６

精神科医療ｾﾝﾀｰ １１ １０ １２ １１ １２ １１ １３

こ ど も 病 院 ５５ ５６ ５５ ５６ ５７ ６２ ６５

循環器病ｾﾝﾀｰ ５１ ５０ ５０ ５１ ５１ ４９ ５０

東 金 病 院 ２０ １８ ２１ ２４ ２３ １７ １２

佐 原 病 院 ２６ ２８ ２９ ２８ ２７ ２３ １９

計 ２７４ ２７２ ２７８ ２８０ ２８１ ２６８ ２７０

※ 医師数は、正規職員と医員（嘱託）の合計数 

 

【医師不足の影響】 

平成１８年４月～ 佐原病院 循環器科・小児科は外来のみ実施 

 産科は分娩を休診 

平成１７年４月～ 東金病院 耳鼻科、消化器科、呼吸器科の休診 

平成１６年４月～ 東金病院 眼科、神経内科の休診 

          佐原病院 眼科の休診 

 

【医師確保対策】 

１ 当面の対策 

① 千葉大学など医学系大学への協力要請 

 ② 常勤医師の不足している診療科についてパート医師等の活用 

 ③ 県立病院間での医師の有効活用 

 ④ 民間人材紹介会社の活用 

 ⑤ ホームページ等を活用した募集 

２ 中長期的な対策 

① 医師臨床研修制度の実施（千葉県病院群として平成１６年度から） 

１６年度７名、１７年度１５名、１８年度１３名 の研修生の受入れ 

② 専門医育成のためのレジデント制度を実施（平成１８年度から） 

１８年度３名の研修生 の受入れ 

資料３ 



看護師の確保対策について 

 

年度別・看護師数                       （単位：人） 

 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 

4/1 職員数 １，１４０ １，１９１ １，１７１ １，１４１ １，１９１

4/1 産育休等数 △４９ △５８ △５６ △６１ △７３

4/1 実質職員数 １，０９１ １，１３３ １，１１５ １，０８０ １，１１８

年度中退職者数 ９７ １１０ １２６ ９９ －

※ 産育休等は、産前産後休暇、育児休業、休職等の職員の合計数 

 

【看護師の退職等の状況】 

 ① 産育休等の取得者の増加 

平成１４年度から育児休業の取得年数が３年となったため、当面、育

児休業取得者が復帰者を上回り、産育休等の取得者数は増加している。 

② 毎年約１００名の退職者 

看護師については、毎年、１０％前後の退職率であり、１００人前後

の退職者がいることから、常に補充の必要がある。 

 

【看護師確保対策】 

１ 募集活動（採用選考試験関係） 

① 採用年齢の緩和 

（平成 17 年度から、採用年齢を３５歳から４０歳に引上げ。） 

② 試験実施内容の変更（平成 18 年度から教養試験を作文に変更） 

 ③ 臨時採用選考試験の実施（平成 17 年度２回、平成 18 年度１回実施済） 

④ 県外試験会場の増加（２箇所→３箇所） 

 ⑤ 広報の充実 

（学校訪問、説明会の実施、ＤＶＤ作成、ホームページ活用、新聞広告等） 

２ 定着対策 

 ① メンタルヘルス相談事業の実施（平成 18 年 4 月～） 

 ② 看護業務の改善等（代休取得の促進） 

③ 福利厚生制度の充実 

３ 養成対策 

 ① 研修の実施 

 ② 認定看護師等の養成等（研修派遣） 


